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		ケアピース電話番号０２７−３４４−２８００


	
	
		
		
			最新情報・お知らせ

				
					R6.4　所定疾患の情報を更新しました。
				
	
					R6.1
					新型コロナウイルス感染症とインフルエンザが流行しています。感染予防対策をお願いします。
					来所の際は、マスクの着用をお願い致します。
				
	
					R5.11　インフルエンザが流行しています。感染予防対策をお願い致します。
				
	
					R5.10　面会制限が緩和されました。感染防止対策は継続です。面会に関しては、管理者・相談員・職員にお声かけください。
				
	
					R5.6　ホームページの一部を修正しました。
				
	
					R5.5　ホームページ　リニューアルしました。少しずつ変更していきますので、よろしくお願いします。
				



		

		
		
		
			施設紹介

			介護老人保健施設ケアピース

			[image: ]
			住所：〒３７０−０８７１　高崎市上豊岡町１１６８−１　電話：０２７−３４４−２８００　FAX：０２７−３４４−２７２７

			入所：定員８０名（一般棟４０名・専門棟４０名）

			通所リハビリ：定員５０名

			介護老人保健施設・短期入所療養介護（空床型）・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション

			
				人としての尊厳を大切に残存能力を引き出すケアを行います。明るく快適な環境の中、自由に生き生きと過ごす毎日。
				介護老人保健施設ケアピースでは、開放的で清々しい施設環境の中、介護、看護、リハビリを中心に、身体、生活、精神の諸機能の回復を目指した医療サービスを基本とした、日常機能を向上させる入所サービス、通所リハビリテーションサービスを提供。優しさと真心をモットーとしたきめ細やかなケアを行うことで、入所されている方には全ての方がご自宅に戻り、ご家族と共に暮らせるよう、通所されている方には毎日をより元気に楽しくお過ごしいただけるよう、お世話させていただきます。
			

			ケアピースデイえんがわ

			[image: ]
			住所：〒３７０−０８７１　高崎市上豊岡町１１６５　電話：０２７−３４０−２２３３　FAX：０２７−３４０−２２３４

			通所介護：定員３５名

			
				皆様に自由、希望、そしてやすらぎを。
				当施設は、デイサービスの施設となっています。個々のスタイルを尊重し、和やかな雰囲気です。ご自宅感覚でお寛ぎ頂ける落ち着いた環境です。共にお客様に満足していただけるよう充実した設備と質の高い専門スタッフが揃ったケア施設となっています。「施設があるから利用する」のではなく、「お客様がいるから存在する施設」であり、全てのお客様に「選ばれる、好ましい施設」を目指しています。
			

			ケアステーションピース安中

			[image: ]
			住所：〒３７９−０１１５　安中市中宿中宿２１８０−２　電話：０２７−３８０−５０２０　FAX：０２７−３８０−５０２１

			通所介護：定員３５名

			
				こころ豊かに、やすらぎに満ちた暮らしを・・・地域との交流を大切にした介護を実現します。
				朝、ご自宅へ送迎車がお迎えにあがります。午前中は健康チェックと健康相談、入浴、専門スタッフの指導による機能訓練などを行います。昼食には栄養バランスのとれた食べやすく、美味しいお食事をご用意。午後には多彩なゲームやお茶会、レクリエーションなどで楽しくお過ごしいただきます。
			

			短期入所生活介護：定員２０名

			
				在宅介護されているご家族の方々が休養、病気、観光総裁など、さまざまな理由で一時的にご家族での介護が困難になった時に利用できるサービスです。お部屋は全て個室仕様。少人数のグループで、ご自宅にいるようなリラックスした感覚で過ごすことのできるユニットケアにて、お世話させていただきます。
				ユニットケアとは、お年寄りの個性を尊重するため、入居者をグループに分け、それぞれを一つのユニット（生活単位）とし、食事や入浴など、共に生活します。少人数の家庭的な雰囲気で個別にケアすることが可能となります。
			

			ケアステーションピース佐野

			[image: ]
			住所：〒３７０−０８５５　高崎市下佐野町７５２−１　電話：０２７−３２０−２３８８　FAX：０２７−３２０−２３８９

			通所介護：定員２０名

			
				こころ豊かに、やすらぎに満ちた暮らしを・・・地域との交流を大切にした介護を実現します。
				朝、ご自宅へ送迎車でお迎えにあがります。午前中は医療スタッフによる健康チェックと健康相談、入浴、専門スタッフの指導による機能訓練などを行います。昼食には栄養バランスの取れた食べやすく、美味しいお食事をご用意。午後には多彩なゲームやお茶会、レクリエーションなどで楽しくお過ごしいただきます。
			

			ケアステーションピース榛名

			住所：〒３７０−３３３３　高崎市高浜町１１６６−８　電話：０２７−３４４−００１４　FAX：０２７−３４４−００２４

			通所介護：定員３５名

			
				ケアステーションピース榛名は、施設内をあえて家と同じような環境を作り、自宅で生活していくために必要な生活機能訓練を、自主的に楽しく行えるよう様々な工夫を凝らしたデイサービスです。利用者様のやりたいことを聞き、できるだけ協力し、生きがい、やりがい探しのお手伝いをしています。随時見学を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
			

			介護付き有料老人ホームふくふくピース

			[image: ]
			住所：〒３７０−０８５５　高崎市下佐野町７５２−１　電話：０２７−３２０−２３８８　FAX：０２７−３２０−２３８９

			特定施設入居者生活介護：定員２２名

			
				ご利用者様の生活に寄り添い、住み慣れた地域で暮らし続けたいという方のご希望に沿ったやすらぎにあふれる施設です。
			

			介護付き有料老人ホームほかほかライフ

			[image: ]
			住所：〒３７０−０８７１　高崎市上豊岡町910-1　電話：０２７−３８８−８１２１　FAX：０２７−３８８−８１２２

			特定施設入居者生活介護：定員４０名

			
				いつまでも暖かく安心で居心地のいい暮らしを提供いたします。
				専門スタッフが常駐し、２４時間皆様の生活をサポートします。住み慣れた環境で暮らせるように支援します。いつまでも生き生きとした自立生活が継続できるよう支援します。
			

			
				グループホームとんぼ・めだか・うさぎ・りんご・のぞみ

				グループホームとんぼ

				[image: ]
				住所：〒３７０−０８７１　高崎市上豊岡町９１３−３　電話：０２７−３４４−６１００　FAX：０２７−３４４−６１００

				認知症対応型共同生活介護：定員９名

				グループホームめだか

				[image: ]
				住所：〒３７０−０８７１　高崎市上豊岡町８９６−１　電話：０２７−３４４−６１０１　FAX：０２７−３４４−６１０１

				認知症対応型共同生活介護：定員９名

				グループホームうさぎ

				[image: ]
				住所：〒３７０−０８７１　高崎市上豊岡町８９６−２　電話：０２７−３４０−７２２０　FAX：０２７−３４０−７２２０

				認知症対応型共同生活介護：定員９名

				グループホームりんご

				住所：〒３７０−０８７１　高崎市上豊岡町２９６−５　電話：０２７−３２０−１２１３　FAX：０２７−３２０−１２１３

				認知症対応型共同生活介護：定員９名

				グループホームのぞみ

				[image: ]
				住所：〒３７０−０８５５　高崎市下佐野町７５２−１　電話：０２７−３２０−２２６０　FAX：０２７−３２０−２２６０

				認知症対応型共同生活介護：定員９名

				
					８０年代、介護先進国スウェーデンにおいてはじまり、現在では世界中にひろがっているグループホームは、自宅に近い住み慣れた地域で、５人から９人までの認知症高齢者が小規模で家庭的な雰囲気の中で共同生活を送る形態の施設です。多人数を集めた大規模施設にはない、きめこまやかなケアで残存機能を引き出すことで、認知症の進行を和らげたり、ときには症状が改善することもあります。
				

			
			居宅介護支援事業所あいあい

			[image: ]
			住所：〒３７０−０８７１　高崎市上豊岡町８９６−２　電話：０２７−３４４−５４７７　FAX：０２７−３４４−２１１２

			居宅介護支援事業所

			
				介護保険についてのあらゆるご相談、ご要望に対応。例えば「家族の介護が必要になった」「もっと良い介護保険の利用方法はないか」など、介護保険の仕組みについての質問、申請代行からサービス利用まで、どんな小さなご相談、ご要望にも真心を込めてお答えします。介護を必要とされる方の状態やご希望を確認し、お一人お一人にあったケアプランを作成。介護保険施設への入所を必要とする場合には施設への紹介サービスなども行なっています。
			

			ケアプランセンターピース安中

			[image: ]
			住所：〒３７９−０１１５　安中市中宿中宿２１８０−２　電話：０２７−３８０−５５７７　FAX：０２７−３８０−５５８７

			居宅介護支援事業所

			
				住み慣れた地域で安心して生活できるよう、ケアマネージャー（介護支援専門員）介護相談を受け、介護保険をご利用した介護サービス計画（ケアプラン）の作成を行います。介護保険に関する心配、不安など、お気軽にご相談ください。
			

			
				高齢者あんしんセンター豊岡・八幡

				[image: ]
				高齢者あんしんセンター豊岡

				住所：〒３７０−０８７５　高崎市藤塚町２０２　電話：０２７−３８１−５３８７　FAX：０２７−３８１−５１３６

				地域包括支援センター

				高齢者あんしんセンター八幡

				住所：〒３７０−０８７５　高崎市藤塚町２０２　電話：０２７−３８１−５３６７　FAX：０２７−３８１−５１３６

				地域包括支援センター

				
					行政に変わり、在宅介護に関する様々な質問、相談に対応する支援センター。介護についてのご家族の悩みごとから介護保険、在宅介護サービスについてのご質問など、どんな小さな疑問、相談事にも丁寧に対応いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
				

			
		

		
		
		
			ケアピースだより
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			基本理念・基本方針

				基本理念	やさしさに出会う施設を
	やすらぎに出会う施設を
	そして
	生きがいに出会う施設を


				基本方針	私達は、優しさに出会う施設、楽しさに出会う施設、生きがいに出会う施設作りを目指します。
	私達は、看護・介護・リハビリのプロに徹して、お客様に満足していただける介護サービスの提供を目指します。
	私達は、地域における福祉の灯台としての役割を果たすよう介護サービスの向上に努めます。


		

		
		
		
			採用情報

			リクルートに関する問い合わせ先（リクルート課）　電話：0120-383-512　email：recruit@sanshikai-gp.com

			一緒に働く仲間を募集しております。初めて介護士として働く方も入職されています。もしご興味ありましたら問い合わせください。

			色々な職種の方が働いていますので勉強になる職場だと思います。新たな環境で働いてみませんか。

		

		
		
		
			問い合わせ

			お問い合わせの内容は、担当者に届きます。

			※お問い合わせは、担当者からのお返事をお約束するものではありません。

			
				
					お名前
					
					例）名前　三郎

				

				
					ふりがな
					
					例）なまえ　さぶろう

				

				
					メールアドレス
					
					例）anonymouse@carepeace.jp

				

				
					住所(番地まで)
					
					例）群馬県高崎市上豊岡町1168-1

				

				
					建物名
					
					例）ステキ棟

				

				
					問い合わせ種類
					選択してください
お問い合わせ
採用に関するお問い合わせ
その他


				

				
					お問い合わせ内容（最大５００文字）
					
				

				
					問い合わせ
					
				

			

			
		

		
	
	
		ケアピース

		
			住所：〒370-0871　群馬県高崎市上豊岡町1168-1
		

		
			電話：027-344-2800　FAX：027-344-2727
		

		
			Copyright © 1997-2024 医療法人社団醫光会 介護老人保健施設ケアピース. All rights reserved.
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		身体拘束等の適正化のための指針

		
介護保険指定基準の身体拘束禁止規定
    「サービス提供にあたっては、当該入所者(利用者)、は又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない」

1.身体拘束の禁止
    当施設においては、例外を除き身体拘束又はその他の行動制限を禁止します。

2.身体拘束適正化検討委員会の設置  当施設では身体拘束適正化委員会を設置します。
    ①設置目的
        施設内での身体拘束予防のための現状把握及び改善についての検討
        身体拘束廃止に関する職員教育
        身体拘束を実施した場合の検討及び手続き
        身体拘束を実施した場合の介助の検討
    ②構成員
        施設長、事務長、部長、介護長、看護師、介護士、介護支援専門員、リハビリスタッフ、他施設の管理者、グループホームの管理者とし、委員長を教育委員長とする。
    ③委員会の開催
        3か月ごと決められた日に開催。その他必要時に随時開催する。

3.身体拘束適正化のための職員教育・研修
    当施設では全職員に対し、身体拘束適正化のための職員教育を行います。
    ①定期的な研修会の実施(年2回)
    ②新入職員に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
    ③外部研修参加の促進
    ④その他必要な教育・研修の実施

4.緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
    本人又は利用者の生命または身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
    介護保険指定基準上、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又はっ身体を保護するための緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、
    これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続 きが極めて慎重に実施されているケースに限られる。
    ①カンファレンスの実施
        緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、
        身体拘束を行うことを選択する前に、「切迫性」「非代替性」「一次性」の3要素の「すべて を満たしているかどうかについて検討・確認します。
        要件を検討・確認したうえで身体拘束を行うことを選択したした場合は拘束方法、場所、時間帯、機関等について検討した結果を本人・家族に説明をします。
    ②利用者様・家族に対しての説明
        身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
        また、身体拘束の継続が必要と判断された場合については、事前に本人・家族と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認、説明をして再度同意を得たうえで実施します。
    ③記録と再検討
        身体拘束に関する記録は義務付けられており、当施設専用の様式を用いてその様子その様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。
        身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保存します。
    ④拘束の解除
        記録と再検討の結果、身体拘束の継続が必要なくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、本人、家族に報告いたします。
        尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合がありますが、再度、数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、
        家族に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から 同様の対応をさせていただきます。

5.当該指針の閲覧に関する基本方針
    ①当該指針については、ホームページに掲載し、いつでも自由に閲覧することができるようにする。また利用者及び家族等から閲覧の要望があった場合には応じるものとする。
    ②当施設の職員は、いつでも当該指針を閲覧することができるものとする。

平成30年6月1日 施行
		

		賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

		
・入職促進に向けた取組
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・資質の向上やキャリアアップに向けた支援
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・両立支援・多様な働き方の推進
子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
・腰痛を含む心身の健康管理
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・生産性向上のための業務改善の取組
タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供）等による役割分担の明確化
・やりがい・働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
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		所定疾患施設療養費算定状況

			《介護老人保健施設　ケアピース　令和5年度　所定疾患施設療養費算定状況》
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
	肺炎	件数	1	4	3	2	2	0	1	1	2	1	5	1	23
	延日数	10	36	23	14	12	0	10	7	16	5	50	10	193
	尿路感染症	件数	2	0	3	1	2	1	4	5	3	2	1	1	25
	延日数	10	0	20	10	12	10	26	27	19	9	8	5	156
	蜂窩織炎	件数	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	1	6
	延日数	0	0	13	0	2	5	0	7	0	0	0	6	33
	帯状疱疹	件数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	延日数	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	合計	件数	3	5	8	3	5	2	5	7	5	3	6	3	49
	延日数	20	46	56	24	26	15	36	34	35	14	58	15	392


		※肺炎及び尿路感染症につきましては検査を実施し、投薬・処置等にて治療を行っています。

		※帯状疱疹及び蜂窩織炎につきましては、投薬・処置等にて治療を行っています。

			《介護老人保健施設　ケアピース　令和4年度　所定疾患施設療養費算定状況》
			４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
	肺炎	件数	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	2	1	10
	延日数	0	0	0	4	0	9	0	10	0	29	14	10	76
	尿路感染症	件数	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	6
	延日数	0	5	0	8	0	0	18	0	10	0	0	0	41
	蜂窩織炎	件数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	延日数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	帯状疱疹	件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	延日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	件数	0	1	0	2	0	2	3	2	1	3	2	1	16
	延日数	0	5	0	12	0	9	18	10	10	29	14	10	119


		※肺炎及び尿路感染症につきましては検査を実施し、投薬・処置等にて治療を行っています。

		※帯状疱疹及び蜂窩織炎につきましては、投薬・処置等にて治療を行っています。


	
	
